
2. 古代道路の敷設時期と条里

(I) はじめに

駅伝制の創設に関しては文献史学的な研究から611t紀代には駅制の前身になるものがfU1:したとする｝し）iがあ

ることはII衣で述ぺた。.:れは北紀など史料の記述によるものであるが駅制、あるいはその1前身になる制度が仮

に6世紀代に:(i:,((:したとしてもそれに基づく辺~iiが全国的に確認されている 1(i線辺路と ii[接粘びつけることはで

さない。 'l~尺直線追路発見以)ii/、9り近は幅数mの1111がりくわった追であるとする名＇えが女卍的であ った..:. の仝

1叫的に敷設された1-'.i代辺路のff.義はその規t筵の大きさの他に地域計両のJ訊’！線になったことにある..kfllの l:・:t

迎、小ソ道下・ソ迫は藤！氏床、平城京をつくる際の基準線の役隅を米たしたし、地城によっては条'I¥の'I¥界線や

Ir.I、郡、里の楼昇に古代道路がはしる.:.とも多い。，り代辺路の創設時期を探ることはIll令法の沿返による地域社

会の変革を知ることにもつながる。

(2) 古代逍路の敷，没時期

古代以前の道路の調介例は出沿内の追路であったり、集沿と集沿を結ぶn然発'I;的な逍路がはとんどで心tM的
に構築された道路の潤介例は少ない。5 ill; 紀後半の逍路が確，認されたり印神滋跡 (jtjJJ;{拓,,学研究所1993r~m逍
跡J)はな良県御i和Iiに所在し、奈良盆地の1t.iのぷI鬼IIともいえる風ノ森峠付近に位；71する。1989年の,g:,J1tでは7

-s 世紀の関i祈的な施設の存在も推定された （御i~袖教({委!I会1990fl帥,,滋跡J)。1992年の戯1f.では5Ill: 紀後
半に整f前されたり•00. 悧鮮と大fllを結ぷ外交を担ったと，思われる幹線道路が確認されたがこれは占代迅路とJ,;J様

の構造をしつbののl'I然地形の規制を受ltlf(線((.Jに作道するという紅益はみられない．

古代近路の特徴はj/(線/r-J形態をとり地域計i1lfiの基準線となることにある。兌掘，鴻在により敷設時期がhかる（列

として大阪府堀市と松底111党の大和Ill・ 今池滋跡第7-1地区で確認された道逍跡がある。これは難波J.:j立にあ

たり澗溝内から7ilt紀,,傾の逍物が/1¥:lこしている。また、県Im杓根逍跡 U?i,1;教fl委H会1993)では竹内街i/1

と推定される近路跡と掘立柱建物群が確認されており、 6世紀後1;以降のj糾勿が出」：している。奈良県大和郡111

市の稗IJ.I逍跡の近路跡は7,ツ辺にあたり、畿内では7世紀代には直線近路が敷，役されていたと息われる，＇

畿内以外では兵/ill県上郡ll(f沿池逍跡で道路跡とillllにI/JIまれた掘立柱建物群を検出しているがその時期は7Ill: 紀

後半-8・1せ紀前半と推定されている。また、 !illり，し龍野市小犬丸遣跡では布施駅家JII(館跡とi也洛跨を確，必している．

1 1 1陽j{i駅家は史料から瓦．（只きであることがいわれてきたが、小•大九逍跡では税石比i政建物以前の贔泣柱建物群も

確，認されその時期は7世紀後半から8世紀1jij平代に名えられている。これらの祁例から畿l勺及び111沿近では7111:

紀後平代には町線逍が敷：没されていたようであり、他j叫成の敷設時期もこれに準じるものが殷味がもたれる。

西海道内の堵地域で古代道路の削，役時期や梃絶時期が判がII例を次ぎに述ぺる。 太＇、加がml辺から 1•:り多 }jJiりに l••J

かう占代近路は水城跡の西沿と束沿にあるl"I跡をそれぞれ通過するがこれらは西1"1ルー I・ 、東l"lルー I・ と呼ばれ

ている。 太,:1J(.fifiii•i1Jl ii'l跡は西l"Jルー トに位甜するがここでは 157mにわたる 1蘭11!1)消を検:11 し,~. この近路跡は7

Ill: 紀後半の土坑IS1<681を切り、 8世紀後半の廃菜土坑3SK215と溝状逍跡4SOJOにきられる．灰紫阻hli応 k

府条坊跡第99次ぶ位ではjilijf隕溝と 9111;紀中頃一後'I"の・I:屎袋を検出している。束1"11レートでは板付追跡G7 cl地

凶こて7・llt紀の水rn逍跡を切ってつくられる。これらのことからIii村氏は西門ルー トの削設時期を7-111:紀後.,.. か

ら8世紀初頭とし、 8世紀後半には道路の保守が行われなくなり 9世紀代には脱絶していたとした (111村、

l993). 

筑後1尻l)(.f関辺でも占代道路が確認されている。その推定路線は11e・1府、筑後国悦線を1粁ドし窮地の渡しでil!XMす

る木←卜説と筑後川の杜ノi度で渡河し、筑後国御井郡lfii跡とされるヘポノ木滋跡まで南下Lたのち西に折れ筑後,,」
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/(.fに向かう松村説（松村1983.1989)がある松村説にて検出した道路跡は9世紀後半代から10世紀初頭項に築造

されIOllt紀後・1,代からII・llt紀初頭頃には廃絶したとみられる。また、木下氏の推定路線上の上,j'.IJI滋跡 （久貿米

市教Yt委n会1992)にて検出した辺路路1/li、1111]溝からは8111:紀前半-9111:紀後半代の追物が出・1:している（水原
1994). 

西海辺内の肥JjiJ国周辺で検出された辺路跡臥訟で削設、廃絶時期のわかる事例をあげてみたが、畿内、 111陽泣

はど明らかでないにしても 7-!lt紀後半に敷設された可能性を bつ事例もある。

(3) !Hi平野検IIJ古代近路の敷設時期

佐代を1/(線17kmにわたって横断する古代追路の敷股、廃絶時期についてlllf,'1、IV京でふれた事例を中心として

HLI泌物、周辺ill構などから巧えてみたい。 県内濶1¥. •I湘I]の中でDill溝内出土逍物などから時期のわかる潤布例と

して、＇渭ケ 'l!.i祖跡の他に大野原逍跡、東硲IJI逍跡などがある。

r'i野ケ'It滋跡では志波昂三の,i,v.乙、志波屈四の坪の両地区にて誼路跡を検出し、側溝内から8柑：紀代を中心と

して9111:紀li年,,を下限とする上器が出土している。志波h連lの坪地区では路面の）駁礎の盛土からは弥生土器から
7・111: 紀までの上器が111t北．している．また、 j立路跡はこばrli器杯の他木製，I烏鞍が出土した6・111:紀後半の」：坑である

SKI009を切ってつ〈られ道路跡の上限を示す。

必波屎三の坪乙地区では道路跡関辺には6泄紀後半以降の須恵器や土師悩を出七する土坑があり、道蹄跡の南

)i数mには平走する S0167がある。これは幅Imiiり後の断j(jju字形で延長23mを検出し、埋土中から6・世紀末か
ら7世紀初頭の上師器杯や邸杯、壺が出土している。

両地区の様相が一辺するのは奈良時代にはいってからである。逍路跡の南北両側には多数の掘立柱建物跡がつ

くられる．その記i代は主軸をそろえ整然としており志波屈三の坪地区では南北方向の橿列も検Iiiしている。これ

らの建物群はi沿路跡とは切り合わず、志波殷四の坪地区では追路北阻溝からのびる井戸跡S£1119もある。掘立柱

建物群の周辺には11·-1 •跡があり．そのはとんどが奈良時代． 一i邪平安時代初期のものもある。これらの：t坑井戸

跡からは多くの船＇託器、箆,'f土器の他l'l而硯、．転用硯なども出土しておりこれらの建物群が印対的様相をもち、
道路跡と併-{J'.していることは確実であろう。6世紀後半の土堀SK1009をきること、 7世紀切頭の溝$D167が泣

蹄跡に接近する.::と近路盛：1.: 内出J:遺物が7世紀代であることなどから、その敷設時期が7世紀代である可能

性しある．

辺路憫溝は9世紀初頸には埋没してお＇）その維持のド限がわかる。 しかし、切通しには九干部さんとよぱれる

1.1仰の対象となっている立ぷがあり、その碁部には13世紀の滋物を出;l:した I:城があり｀その立:{jの時期がわか

る。また、,..,.代の逍蹄跡を切って,,叶Itの道路跡がつくられており、‘鉛道としての機能は脱絶した bのの、追路と

してはその後も使Jljされている．

大野ii;湖i跡では北1屑溝にあたる S0106から8世紀代の」：師器杯必I.須俎器祝台付杯1が出・I:している。また

聞辺には),;]時期あるいは前後の時期の遺構はないため“接的にその敷設、廃絶時期はわからない．

火硲!Ii i伐跡は圃場整l!ii~J~稟の水路-r-定地の潤介が主であったため1謁査区が限られ狭長であるが、 2区において
古代辺路逍跡を確，認し、その蔀It両um潤介区において当時期前後の追構を確，認しており示唆に1.1む．

i碑跡は2区にて検出しているが北側溝にあたる SX248からは奈良時代の土師器t:;台付杯、壺、も~I I絃部破,~­

がIll」こしている。このSX248と接して6恨紀後半の竪,・,住居が検出されている。集活は北1博に広がり 21-£.だけで

も18軒確認された。集沿の盛期は6世紀.-1,菜から後半で、 7-111:紀• I •- 後半は 1 軒、 S ·llt紀前半でも 1 軒のみで、

後者は逍路跡から約30m、前名は約70m離れる。また、逍路跡の南方約35m離れて古3バ時代後期の集浴が展開
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し、 33軒確認された。その中には奈良、平安時代の井戸、土坑が3甚あるのみで、集活の盛期は6世紀後半であ

る．

8世紀後半-9世紀初頭の掘立柱建物群は推定路線の北方約250m地点にて確認されている。1屈立柱建物群は

1区で13棟ある。主軸方位は北を向き、整然と並べたように配沼しており、建物群はさらに囮介区外if.j方に広が

ると思われる。この周辺には同時期の竪/¥住居はなく、掘立柱建物群のみで構成されている。隣介祖当名はこの

建物群は 8世紀後半～末と 8世紀末~9世紀初頭の2時期に細分でき、前期は小型の建物群であるが後期には比

較的大型に立て杵えられるとの見肝を示している。

また、束邸田遺跡1区の西方約100mにはmノ町逍跡があり、柵列と溝に囲まれた掘立柱建物群7棟を確認して
いる。東高田追跡3区に接して南には楔木遺跡があり、平安時代の土坑1碁を検出している．

この他追路周辺の遺構からその廃絶時期を知るてがかりとなる遣跡として大和町束古双遺跡（大和町教f.1委n
会1994)がある．束古双逍跡内を通過する道路痕跡部を本事業にて確認潤査したが、道路痕跡のiw北両隕を大相
町教行委H会が平成3年度、 4年度、 6年度にそれぞれ開発に伴う確認潤査を実施している。その結果平成6年

度の讃査では道路痕跡の北方!Omに9ill:紀代の竪穴住居を確認している。平成3年度の調介でも 911t紀代の建物

跡、土製を確認していることから、 9世紀代にはいると道路の両側、あるいは道路が廃絶したのちに集落が発達

したと思われる。

吉野ヶ里遺跡、束泊iflf逍跡では6世紀後半の竪穴住居跡、土城を改して直線道路をつく っており、路面盛土内

出土遺物が7世紀代であることなどから敷股時期は他地域の事例とあわせて前述のとおり 7世紀代の可能性をも

つ。また、7・111: 紀代の遺構は辺路周辺にはみられず、 8世紀にはいると辺路周辺に整然とした掘立柱建物群がつ

〈られることは道路の性格を物語っているようでもある。官道としての機能の停止を石古学的に証明するために

は駅家跡などの官岱湘§設の廃絶時期や制溝の埋没などによる道路を維持しようとする行為の倅止時期を明らかに

する必要がある。これからいえば、吉野ヶ旦遺跡の‘伝徊的建物群の廃絶や側溝の埋没時期が・已辺としての追路の

廃絶時期でもありそれは9世紀初頭である。

この訳線道路は官道としの機能はおえたものの.~野ヶ里、鶴前Ill、鍵尼遺跡では中世に道路として再整佃され

ており、.!~の隈の切通しでは近世に利用されている。路線内には現在もなお一部辺路として利用されている部分

もある。松原逍跡では道路敷さ相当の中世の大溝を検出しているがこの大溝は幅約8mを測るが人為的に埋めら

れさらにこの大溝の中に同方向にはしる幅3mの溝が掘削される。迎Ell遺跡では道路痕跡内の南北両嬬に2条の

土扱が同方向につくられる。その性格は不明であるが中世のものと巧えられる。これらの溝や土媒は古代辺路と

同方向につくられており古代道路廃絶後の土地利用が何える。

(4) 条里地割りと古代逍路

古代道路と条里施行の関係については1970年代に山陽道の双古駅と推定される古大内逍跡の西側部分で通常

の条里地割りより約20m長い地割り、余剰帯があることをみいだしこれは 「逍代」と名付けられた（吉木

1977}。大和の下ツ道や横大路は40m以上の余剰帯を示して条旦制施行の基準線になったことが指摘されている

（秋山1970}。この余剰帯は南海道、山陰道にても確認されたが、余剰帯が認められる場合は道蹄が先に敷設され

ていて、その後条昆が道路を甚準に施行されたと考えられ、余剰帯がない楊合は条里施行後に、古代道路が条里

区画に平行して敷設されたと巧えられている．

佐賀平野を訳線17kmにわたり横断する古代道路は神埼郡においては条里地割りの里界線をとおる。神埼郡の道

路跡と条出については一坪の方格地割がいびつになっているところも多くみられ、坪の仕さは106m~ll0mとさ
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まざまで道路両側の坪は南北の距離がやや短く道路、側溝輻が条里の余剰帯とはなっていない（七田1988)。

神埼郡にて条里地割りと合致する溝跡などの遺構が検出された遺跡として神埼町中園遺跡がある。幅6mの排

水路予定地の関在で詳細は不明であるが推定竹原里16・21・28・3芽粒）坪界線に沿って溝跡を確認し、遺物が出

土している。竹原里21坪と22坪との培でも条里地割りと同一方向の南北にはしる平行の2条の溝跡が検出されて

おり、これらの出土遺物の検討により条里施行と古代道路の敷邸埓期の解明につながろう。

佐釘平野を横断する古代道路は条里地割りに沿い、部分的には曲折はするものの、その方位は約12-13度西偏

する．この方向は佐賀平野の推定条昆地割りの方向でもある。佐質平野の条里についてはこれまで米倉二郎、

(1968、1984)日野尚志 (1988、1992、1996)らが論じている。それらによれば復元地割りについて若干の違い

はあるものの三根郡、神埼郡、小城郡を通して南北については方向の地割りを復元している。B野 (1996)は佐

嘉郡と小城郡の条里地割りは束西の旦界線に二町の紐翻があるとしたが、これによると古代逍路は佐嘉郡、小城

郡とも里界線からそれぞれ南北に二町づつずれることになる。また、古代の佐嘉 ・小城郡は里界線と一致する直

線状の郡境でこの郡境を北に延長すると脊振山地の尾根に沿う山頂、標高333.3mに突きあたりこれを基準とし

てと巧えた。また、佐笈平野の条里地割りの方位の碁準について米倉 (1968.1984)は脊振山震から有明海に向

かう佐賀平野の傾斜に合わせたもので、条里の最南端に位滋する佐賀市与賀神社から川上川の渓口左岸の神奈備

峯標?.'1il00mをのぞんだ方向が北13度西であり、これが条里南北線の基準と推定している。さらにこの南北線直角

方向をみると西は御岳LIJへの山頂南端、束は窃良山に達するとした。

通説に従えば佐賀平野の古代逍路は余剰帯が認められないため条里地割りに規制されたと考えられ、その条里

地割りの方位基準については上述が考えられている。また、古代道路痕跡は直線17kmであるが、小城郡まで粂里

地割りに沿ってのびていたとすれば直線27kmにおよぶ大規模な直線道路となる。

肥前国庁が所在する大和町においては上記の条里地割りが対応しない。これについてはこれまで論じられてき

ているので詳細は記さないが、国庁跡および他の官面的建物、溝の方向は群として大別すれば、 7度-9度西側

するものと正方位をもつものとに分けられる（田平1990)。変遷としては西側する建物群の建物跡の8世紀後半に

久池井を中心にj£方位地割りが施行され、建物群もつくられるという。古代道路と国庁跡は疸線で約750m離れる

が、若干の方位のふれはあるもののその併存は確実であろう。詞査にて確認した国庁は8世紀前半～中頃には整

備されたと考えられるが、その前身が7世紀末に存在した可能性もある。少なくとも古代道路の敷地は国庁整偏

以Iiりと力えた方が自然であろう。
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